
（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づくその後の措置状況

監 査 対 象

　　　福祉保健部　障害福祉課

指 摘

　障害者福祉プラザの福祉センターに設置されている富山市身体障害者福祉協議

会、富山市身体障害者協会及び富山市聾唖福祉協会の事務所について、行政財産

の使用許可がなされていなかったので、改善を図られたい。

措 置 検 討 状 況

　行政財産使用許可を行うにあたり、光熱水費の取扱いについて問題が発生して

きており、今後各団体と光熱水費の支払い等の取扱いに向けて協議が必要となっ

てくるため、長期的な対応も予想されるが出来るだけ早期に事務の適正化を図っ

てまいりたい。

その後の措置状況

　行政財産である事務所の使用目的は富山市内の障害者等に対して情報提供・施

設案内を行い、障害者福祉の増進を図るためであることから光熱水費の取扱いに

ついて取り決めた上で、令和３年４月１日から富山市身体障害者福祉協議会（加

盟団体：富山市身体障害者協会、富山市視覚障害者協会、富山市聾唖福祉協会、

富山市肢体不自由児者父母の会を含む）に、当該団体が使用している富山市障害

者福祉プラザ内事務所について行政財産の使用を許可し事務の適正化を図った。


